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令和３年第２回 

福井県後期高齢者医療広域連合議会定例会会議録 

令和 3 年 11 月 5 日（金曜日）午後 2 時 20 分開会 

令和 3 年 11 月 5 日、定例会が福井県自治会

館多目的ホール（議場）に招集されたので、

会議を開いた。 

 

○議事日程 

日程１ 議長の選挙について 
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10 番 川﨑 俊之君 11番 三田村輝士君 

12番 飯田 拓見君 13番 秋田 重敏君 
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広域連合長  東村 新一 君 

副広域連合長 杉本 博文 君 
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書  記   多田 淳介 
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○事務局長（向出宏二君） 事務局長の向

出でございます。 

 本年３月に開催いたしました定例会以降、

福井県後期高齢者医療広域連合議会におき

まして、現在、議長及び副議長がともに空

席となっておりますので、議長が選出され

るまでの間は、地方自治法第１０７条の規

定によりまして、出席議員の中で年長議員

が臨時に議長職を行うこととなっておりま

す。 

 本日の出席議員の中で鯖江市の末本幸夫

議員が年長議員でございますので、御紹介

申し上げます。 

 それでは、末本議員、よろしくお願いし

ます。議長席へ御着席をお願いいたします。 

○臨時議長（末本幸夫君） ただいま御紹

介をいただきました末本でございます。地

方自治法第１０７条の規定により、臨時議

長の職務を行います。 

 令和３年第２回福井県後期高齢者医療広

域連合議会定例会は本日招集されました。

出席議員が定足数に達しておりますので、

議会は成立いたしました。よって、これよ

り開会し、本日の会議を開きます。 

 なお、本日の欠席通告議員は、小幡憲仁

議員１人でございます。 

 ここで、広域連合長より発言を求められ

ておりますので、許可いたします。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○臨時議長（末本幸夫君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） 本日ここに、

令和３年第２回福井県後期高齢者医療広域

連合議会定例会を招集いたしましたところ、

議員各位におかれましては、公私ともに御

多用の中、御出席を賜り厚くお礼申し上げ

ます。また、日頃は当広域連合の運営につ

きまして格別の御支援、御協力を賜り、重

ねてお礼申し上げます。 

 さて、後期高齢者医療制度は平成２０年

度にスタートし１４年目を迎えており、本

県の被保険者数は本年９月末現在で１２万

４９９人と、福井県の人口の約１６％を占

めています。来年以降は、いわゆる団塊の

世代が後期高齢者となることから、７５歳

以上の人口は今後とも増加していく見込み

であります。 

 ところで、昨年度、広域連合が支払った

医療費は約９８８億２千万円で、令和元年

度と比較して約４７億６千万円、４.６％の

減少となりました。被保険者１人当たりの

医療費も４.４％減少し、８８万６,４１９

円となっております。これは、新型コロナ

ウイルスの感染を懸念した受診控えや、感

染防止対策の徹底によるその他の感染症の

減少等によるものと考えております。 

 しかしながら、本年度、半年間に広域連

合が支払った医療費は、昨年度同期と比較

して４.７％増加しており、新型コロナウイ

ルスの感染拡大のような特別の事由がなけ
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れば、今後、後期高齢者の医療費は増加し

ていくと考えられております。 

 このため、令和２年１２月に閣議決定さ

れた全世帯型社会保障改革の方針について

等を踏まえ、本年６月には、後期高齢者の

医療費の窓口負担割合を、現役並み所得者

を除き、一定の収入額以上の方は原則２割

とすることなどを定めた法律が成立し、来

年、令和４年１０月から令和５年３月まで

の政令で定める日から、医療機関等の窓口

における負担割合が見直されることとなり

ました。 

 現在、本県の被保険者のうち約９５％の

方が１割負担、現役並みの所得がある約

５％の方が３割負担ですが、国の試算によ

りますと、１割負担から２割負担となる方

の数は約２万３,０００人、全体の約１９％

と考えられています。対象者数が多いこと

から、制度改正の内容等については、丁寧

な周知広報に努めたいと考えております。 

 このような制度改正をはじめ、日々の業

務、さらには健康寿命の延伸を目的とした

保健事業の実施・運営に当たっては、市町

や医療機関等の関係者の協力が不可欠であ

りますので、今後とも意見交換や協議等を

行いながら進めてまいります。 

 本日は、監査委員の選任について議会の

同意をお願いする人事案件、令和２年度一

般会計・特別会計歳入歳出決算の認定、令

和３年度一般会計補正予算、令和３年度後

期高齢者医療特別会計補正予算、会計年度

任用職員の勤務条件、給与等に関する条例

の一部改正の計５議案を御提案し、債権放

棄についての御報告をさせていただきます。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げまして、

開会の挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○臨時議長（末本幸夫君） 議事に先立ち

まして、ここで御報告を申し上げます。 

 県内１７市町から選出いただいておりま

す当広域連合議会議員のうち、大塚佳弘議

員、今井伸治議員、上尾徳郎議員、尾谷和

枝議員、吉田啓三議員、和田義則議員、松

山信裕議員、八田一以議員、村田耕一議員、

見谷喜代三議員、以上の１０名から当広域

連合議会議員を辞職したい旨の願い出があ

りましたので、地方自治法第１２６条の規

定に基づき、これを受理し、辞職を許可し

ております。また、島津秀樹議員、杉本隆

洋議員が議員の任期を満了されました。 

 これら１２名の辞職等に伴い、新たに当

広域連合議会議員となられました皆様方を

御紹介申し上げます。氏名を事務局から朗

読させます。 

○事務局（内田俊一書記） それでは、命

によりまして、氏名を朗読いたします。 

 中野史生議員、小澤長純議員、小幡憲仁

議員、松井榮治議員、今井富雄議員、川﨑

俊之議員、飯田拓見議員、乾章俊議員、水
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島秀晃議員、伊藤洋一議員、皆川信正議員、

平野時夫議員、以上でございます。 

○臨時議長（末本幸夫君） なお、このた

び新たに選出されました議員の皆様方につ

きましては、ただいま御着席の議席を仮議

席に指定いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたし

ました議事日程どおりと定め、直ちに議事

に入ります。 

 日程１、議長の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第１１８条第２項及び第３項の規定に基づ

き、指名推選としたいと存じますが、これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（末本幸夫君） 異議なしと認

めます。よって、選挙の方法は指名推選で

行うことに決しました。 

 お諮りいたします。 

 指名は臨時議長において指名することに

したいと存じますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（末本幸夫君） 異議なしと認

めます。よって、そのように決しました。 

 それでは、議長には福井市から選出いた

だいております皆川信正議員を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました

皆川信正議員を議長の当選人と定めること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○臨時議長（末本幸夫君） 異議なしと認

めます。よって、皆川信正議員が福井県後

期高齢者医療広域連合議会議長に当選され

ました。 

 議長に当選されました皆川信正議員が議

場におられますので、本席から当選を告知

いたします。 

 当選の御挨拶をお願いいたします。 

○議長（皆川信正君） ただいまは、議長

に御推挙いただき、厚くお礼申し上げます。

就任に当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 高齢化が進行する中、後期高齢者医療制

度は被保険者の健康を守り、幸せな老後を

支える大切な基盤であり、今後とも被保険

者が将来にわたり安心して適切な医療を受

けられるように、しっかりと運営していく

ことが肝要であると考えております。 

 このたび議長を拝命したわけであります

が、議員皆様のお力添えをいただきながら、

広域連合議会の円滑な運営に務めてまいる

所存でございます。 

 皆様方の御支援、御協力を賜りますよう

お願い申し上げまして、就任の挨拶とさせ

ていただきます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 
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○臨時議長（末本幸夫君） それでは、こ

こで議長を交代いたします。新議長の皆川

さん、よろしくお願いいたします。 

○議長（皆川信正君） これより議長の職

務を務めさせていただきます。よろしくお

願い申し上げます。 

 日程２、副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法

第１１８条第２項及び第３項の規定に基づ

き、指名推選により行います。 

 指名の方法については、議長が指名する

ことにしたいと存じますが、これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 異議なしと認めま

す。よって、議長において指名することに

決しました。 

 副議長には、越前町から選出していただ

いております笠原秀樹議員を指名いたしま

す。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました

笠原秀樹議員を、副議長の当選人と定める

ことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。よって、笠原秀樹議員が福井県後期

高齢者医療広域連合議会副議長に当選され

ました。 

 副議長に当選されました笠原秀樹議員が

議場におられますので、本席から当選を告

知いたします。 

 続いて、当選の御挨拶をお願いいたしま

す。 

○副議長（笠原秀樹君） ただいま副議長

を拝命いたしました笠原でございます。就

任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ

ます。 

 議長を補佐し、当広域連合議会、また、

後期高齢者医療制度の発展に向け、誠心誠

意取り組んでまいる所存でございます。 

 今後とも議員各位の皆様方の御協力、御

支援をお願い申し上げまして、就任の御挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（皆川信正君） 続きまして、日程

３、議席の指定を行います。 

 今回、新たに当広域連合議会議員に選出

されました議員の議席は、会議規則第４条

第１項の規定により、議長において指定い

たします。氏名とその議席番号を事務局に

朗読させます。 

○事務局（内田俊一書記） それでは、命

によりまして、議席番号と氏名を朗読いた

します。 

 １番 中野史生議員、３番 小澤長純議

員、５番 小幡憲仁議員、６番 松井榮治

議員、７番 今井富雄議員、１０番 川﨑

俊之議員、１２番 飯田拓見議員、１６番

 乾章俊議員、１７番 水島秀晃議員、１
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８番 伊藤洋一議員、１９番 皆川信正議

員、２０番 平野時夫議員以上でございま

す。 

○議長（皆川信正君） 日程４、会期の決

定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日１日限りとした

いと存じますが、これに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。よって、そのように決しました。 

 次に、日程５、会議録署名議員の指名を

行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第７４条の

規定により、川端義秀議員、乾章俊議員を

指名します。 

 日程６、第７号議案、福井県後期高齢者

医療広域連合監査委員の選任につき議会の

同意を求めることについてを議題とします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、川

﨑俊之議員の退場を求めます。 

（川﨑俊之議員退場） 

○議長（皆川信正君） 提出者の提案理由

の説明を求めます。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第７号議案、福井県後期高齢

者医療広域連合監査委員の選任につき議会

の同意を求めることにつきまして、御説明

申し上げます。 

 議案１ページを御覧ください。 

 福井県後期高齢者医療広域連合の監査委

員につきましては、当広域連合規約第１８

条第２項の規定に基づき、議会の御同意を

得て選任するものであります。 

 当広域連合の監査委員でありました三田

村輝士議員の後任として、越前市議会から

選出いただきました川﨑俊之議員を監査委

員に選任いたしたく、議会の御同意をお願

いするものでございます。 

 何とぞ御同意を賜りますようお願い申し

上げます。 

○議長（皆川信正君） 提案理由の説明は

終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は人事に関する案件でありますので、

直ちに採決に入りたいと存じますが、これ

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め

ます。 

 これより採決します。 

 お諮りします。 

 第７号議案について、原案のとおり同意

することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 御異議なしと認め
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ます。よって、そのように決しました。 

 ここで、川﨑俊之議員の入場を許可しま

す。 

（川﨑俊之議員入場） 

○議長（皆川信正君） 川﨑議員の選任に

ついては同意されました。 

 ここで、川﨑議員から御挨拶を受けるこ

とにします。 

○監査委員（川﨑俊之君） 就任に当たり

まして、一言御挨拶申し上げます。 

 ただいま議員各位の御同意をいただき、

監査委員に就任しました川﨑俊之でござい

ます。 

 地方自治における監査の重要性を踏まえ、

議員各位の御指導と御鞭撻をいただきなが

ら、広域連合の財政運営における監査の重

要性を深く認識し、田本監査委員共々、公

正な立場から監査をしてまいりたいと考え

ておりますので、今後ともどうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、就任の御挨拶と

させていただきます。 

○議長（皆川信正君） 日程７、第８号議

案、令和２年度福井県後期高齢者医療広域

連合一般会計・特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第８号議案、令和２年度福井

県後期高齢者医療広域連合一般会計・特別

会計歳入歳出決算の認定につきまして、御

説明申し上げます。 

 議案３ページを御覧ください。 

 本案は、地方自治法第２３３条第１項の

規定に基づき決算を調製し、同条第２項の

規定により、監査委員の審査に付し審査意

見書の提出を受け、同条第３項及び第５項

の規定により、所要の書類を添えて議会の

認定に付するものであります。 

 まず、別冊１の令和２年度歳入歳出決算

書の１ページ、決算総括表をお願いいたし

ます。 

 令和２年度の決算規模でありますが、一

般会計及び後期高齢者医療特別会計を合計

いたしまして、歳入決算額といたしまして

１,０７７億７,５１５万９,２７０円、歳出

決算額といたしまして１,０３０億９００

万１,４２５円で、差引額は４７億６,６１

５万７,８４５円となっております。 

 次に、２ページ、一般会計歳入決算書を

お願いいたします。 

 予算現額の合計が４億９,６４０万７千

円、収入済額の合計が４億９,６５２万８,

６５２円で、予算現額と比較して１２万１,

６５２円の増となっております。 

 次に、３ページ、一般会計歳出決算書を

お願いいたします。 
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 予算現額の合計が４億９,６４０万７千

円、支出済額の合計が４億６,２７８万８,

８２２円で、不用額が３,３６１万８,１７

８円となっております。 

 次に、１３ページ、後期高齢者医療特別

会計歳入決算書をお願いします。 

 １４ページに移っていただいて、予算現

額の合計が１,０８０億９,７７１万７千円、

調定額の合計が１,０７２億８,４４９万９,

５４６円、収入済額の合計が１,０７２億７,

８６３万６１８円で、不納欠損額の合計が

７６万５,１２０円でした。収入未済額は５

１０万３,８０８円となり、予算現額と収入

済額を比較して８億１,９０８万６,３８２

円の減となっております。 

 次に、１５ページ、後期高齢者医療特別

会計歳出決算書をお願いいたします。 

 予算現額の合計が１,０８０億９,７７１

万７千円、支出済額の合計が１,０２５億４,

６２１万２,６０３円で、不用額が５５億５,

１５０万４,３９７円となっております。 

 これらの結果によりまして、一般会計で

３,３７３万９,８３０円、特別会計で４７

億３,２４１万８,０１５円の差引残額が発

生いたしました。これらにつきましては、

それぞれ令和３年度に繰り越すこととし、

後ほど御提案いたします令和３年度一般会

計及び特別会計補正予算で措置させていた

だくこととしております。 

 以上、第８号議案、令和２年度福井県後

期高齢者医療広域連合一般会計・特別会計

歳入歳出決算の認定につきまして説明いた

しました。 

 なお、この決算につきましては、お二人

の監査委員による決算審査をお受けいたし

まして、その審査意見書と主要な施策の成

果等報告書を別冊のとおり配付させていた

だいておりますので、御確認いただき十分

なる御審議の上、何とぞ妥当なる御議決を

賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第８号議案について、質疑を許可

します。御質疑等ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第８号議案の採決を行います。 

 お諮りします。 

 第８号議案について、原案のとおり認定

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） 御着席ください。 

 起立全員であります。よって、そのよう

に決しました。 

 次に、日程８、第９号議案、令和３年度

福井県後期高齢者医療広域連合一般会計補
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正予算及び日程９、第１０号議案、令和３

年度福井県後期高齢者医療広域連合後期高

齢者医療特別会計補正予算を会議規則第３

５条の規定により一括して議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第９号議案、令和３年度福井

県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予

算及び第１０号議案、令和３年度福井県後

期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別

会計補正予算につきまして、一括して御説

明申し上げます。 

 まず、第９号議案の令和３年度一般会計

補正予算から説明いたします。 

 議案５ページを御覧ください。 

 令和３年度一般会計補正予算であります

が、補正額は、歳入歳出ともに３,３７３万

９千円を増額し、予算総額で５億３６３万

３千円とするものであります。 

 おめくりいただきまして、６ページを御

覧ください。 

 歳入につきましては、第４款 繰越金を

３,３７３万９千円増額しております。これ

は、令和２年度の広域連合運営経費の決算

剰余金であり、歳出の第４款 諸支出金に

おいて決算に基づいた剰余金を構成市町に

返還するものであります。 

 次に、第１０号議案の令和３年度特別会

計補正予算についてであります。 

 議案７ページをお願いいたします。 

 補正額は、歳入歳出ともに５２億５,７５

２万５千円を増額し、予算総額で１,１０７

億３,３０８万３千円とするものでありま

す。 

 おめくりいただきまして、８ページを御

覧ください。 

 補正内容といたしまして、令和２年度決

算により生じた剰余金及び不足額を本年度

予算で精算するもの、高額療養費が当初予

算額を上回る見込みのため、財源補塡を含

め補正するもの、窓口負担割合２割導入に

関する広報活動に係る補正及び過年度保険

料の還付金が当初予算額を上回る見込みの

ため補正をするものです。 

 まず、歳入におきましては、第１款 市

町支出金ですが、市町負担金を精算した結

果、１つの町において追加負担が生じたた

め、１０７万２千円を増額し、高額療養費

の補塡として２,１０３万６千円を増額し

た結果、合計で２,２１０万８千円を増額し

ております。 

 次に、第２款 国庫支出金ですが、高額

療養費の補塡として８,５５８万４千円を

増額、制度円滑運営事業の補塡として４７

５万２千円増額した結果、合計で９,０３３

万６千円を増額しております。 

 次に、第３款 県支出金ですが、令和２
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年度分の療養給付費に係る県負担金を精算

した結果、追加負担が生じたため２億８,

４９１万１千円を増額、また、高額療養費

の補塡として２,１０３万６千円を増額し

た結果、合計で３億５９４万７千円を増額

しております。 

 次に、第４款 支払基金交付金ですが、

高額療養費の補塡として１億６７１万６千

円を増額しております。 

 次に、第９款 繰越金ですが、令和２年

度の決算剰余金として４７億３,２４１万

８千円を増額しております。 

 続いて、歳出につきましては、記載順と

は異なりますが、第８款 諸支出金ですが、

令和２年度療養給付費負担金等の精算によ

る国、県、市町等への償還金４０億９,７７

８万５千円を増額、また、過年度保険料還

付加算金の不足見込額６６０万円を増額し

た結果、合計で４１億４３８万５千円を増

額しております。 

 次に、第１款 総務費ですが、窓口負担

割合２割導入に関する広報活動に係る経費

として４７５万２千円を増額しております。 

 次に、第２款 保険給付費ですが、高額

療養費の当初予算より上回る見込額２億６,

６６８万２千円を増額しております。 

 歳入補正額から総務費、保険給付費及び

諸支出金を差し引いた額については、療養

給付費等準備基金に積み立てるものとし、

第６款 基金積立金を８億８,１７０万６

千円増額しております。 

 十分なる御審議の上、何とぞ妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第９号議案及び第１０号議案につ

いて、質疑を許可します。御質疑ありませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第９号議案及び第１０号議案

を一括採決してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） お諮りします。 

 第９号議案及び第１０号議案において、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） 御着席ください。 

 起立全員であります。よって、そのよう

に決しました。 

 次に、日程１０、第１１号議案、福井県

後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員

の勤務条件、給与等に関する条例の一部改

正についてを議題とします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 
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○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第１１号議案、福井県後期高

齢者医療広域連合会計年度任用職員の勤務

条件、給与等に関する条例の一部改正につ

いて、御説明申し上げます。 

 議案９ページを御覧ください。 

 本案は、令和３年１０月に福井県人事委

員会が期末手当の支給月数の引下げを勧告

したことに伴い、条例を一部改正するもの

であります。 

 内容といたしましては、福井県人事委員

会勧告に合わせ、期末手当の支給月数を年

０.１５月分引き下げるものです。 

 なお、改正条例の施行期日は令和３年１

２月１日であります。 

 十分なる御審議をいただき、妥当なる御

議決を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第１１号議案について、質疑を許

可します。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 次に、討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） 討論なしと認めま

す。 

 それでは、第１１号議案を採決します。 

 お諮りします。 

 第１１号議案について、原案のとおり決

することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（皆川信正君） 御着席ください。 

 起立全員であります。よって、そのよう

に決しました。 

 次に、日程１１、第３号報告、債権放棄

の報告についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） ただいま上

程されました第３号報告、債権放棄の報告

につきまして、御説明申し上げます。 

 議案１１ページを御覧ください。 

 本案は、福井県後期高齢者医療広域連合

債権管理条例第１３条第１項第２号、第３

号及び第６号の規定に基づき、医療費負担

金返還金に係る債権を放棄いたしましたの

で報告するものであります。 

 今回報告いたします債権につきましては、

医療費負担金返還金について、消滅時効に

係る時効期間が満了したことによるものが

１件、相続人の相続放棄によるものが１件、

自己破産によるものが１件の合計３件でご

ざいます。 

 以上、第３号報告、債権放棄の報告につ
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きまして、御説明いたしました。 

○議長（皆川信正君） ただいま説明のあ

りました第３号報告について、質疑を許可

します。御質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（皆川信正君） ないようですので、

質疑を終結します。 

 以上で、第３号報告を終わります。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全

て終了いたしました。 

 ここで、広域連合長より発言の申出があ

りますので、これを許可します。 

○広域連合長（東村新一君） 議長、広域

連合長。 

○議長（皆川信正君） 広域連合長。 

○広域連合長（東村新一君） 令和３年第

２回福井県後期高齢者医療広域連合議会定

例会が閉会されるに当たり、一言お礼を申

し上げます。 

 本日提案させていただきました各議案、

報告につきまして、慎重なる御審議をいた

だき御賛同を賜りましたことに厚くお礼申

し上げます。 

 引き続き、後期高齢者医療制度の円滑な

運営に取り組んでまいる所存でございます

ので、議員各位におかれましては、より一

層の御指導、御協力を賜りますようお願い

申し上げまして、簡単でございますが、閉

会に当たりましての挨拶とさせていただき

ます。 

 本日はありがとうございました。 

○議長（皆川信正君） 以上で本日の会議

を閉じます。 

 これをもちまして、令和３年第２回福井

県後期高齢者医療広域連合議会定例会を閉

会します。 

 御協力ありがとうございました。御苦労

さまでした。 

 

午後 3 時 2 分閉会 
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